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ご利用者各位 

お知らせ 

  「公園利用者へのマスク着用の考え方」の周知について 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について、引き続き取り組んでいるところ 

ですが、このたび国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が令和 4年 5月 

23日に変更され、マスク着用の考え方について示されました。 

   これを受け、横浜市より公園におけるマスク着用の考え方について、「別紙」のとおりと 

なりましたのでお知らせするものです。 

  

当施設利用に係る対応 

対応；・これまでの新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底を継続します。 

※【マスク着用のについて】 

《控室》等 

・他者との距離（2メートル以上を目安）が確保できており、会話が 

ほとんどない場合は、マスクの着用は必要ない。 

・会話を行うときは、マスクを着用する。距離が確保できない場合で、 

会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨する。 

         

    《矢取り時》等 

・屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合は、 

マスクを着用する必要はない。 

      ・屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスク 

の着用を推奨する。 

 

《夏場》ついて 

・熱中症になるリスクが高くなるので、マスクの着用する必要がない場面で 

は、マスクを外すことを推奨する。 

 

＊「別紙」；国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に伴う 

      公園利用者へのマスク着用の考え方の周知について（依頼） 

＊ 屋外・屋内でのマスク着用について（厚生労働省） 

今後とも新型コロナウイルス感染症拡大防止に、ご理解とご協力を 

お願い致します。 

本郷ふじやま公園弓道場 

国の新型コロナ感染症対策基本的対処方針の変更 



事 務 連 絡

令和 4年 6月 2日

指定管理者各位

環 境 創 造 局

公園緑地管理課長

国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に伴う

公園利用者へのマスク着用の考え方の周知について (依頼 )

趣旨

国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が令和 4年 5月 23日 に変更 され

ました。 (別添のとお り)

これを受け、公園におけるマスク着用の考え方については次のとお りとしますので、公

園利用者に周知をお願いします。

2 公園におけるマスク着用の考え方

【屋外施設】
・屋外で、 2メ ー トル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用す

る必要はない。 (ラ ンニングなど離れて行 う運動や密にならない外遊びなど)

・屋外で人とすれ違 うことはあっても、会話をほとんど行わない場合についてもマスクを

着用する必要がない。 (徒歩での通勤など)

・屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨

する。

・夏場については、熱、中症になるリスクが高くなるので、マスクを着用する必要がない場

面ではマスクを外すことを推奨する。

【屋内施設】
。他者との距離 (2メ ー トル以上を目安)が確保できており、会話がほんどない場合は、

マスク着用は必要ない。

・会話を行 うときはマスク着用を推奨する。距離が確保できない場合で、会話をほとんど

行わないときについても、着用を推奨する。

3 公園利用者への周知に関する依頼内容

(1)公園指定管理者のホームページ等において、マスクの着用に関する内容を掲載してい

る場合は、埜ュ盗望:聾[壺,1笠(2量塵1を1とこ厘立ユ昼
=i■

。また、国内_放量盤マスク置理に関す

る菫瞼 生更量立全二園白選|コ:立:互夏:駈」il`:菫1上ど二亜曇塾:祉容:塁:∠塾:主:■見産!ユ夏:二:聾:歴lL_」‐三:塁

立l。

(2)令和 2年度に環境創造局で作成 したコロナに係る遊具や公園利用の注意喚起看板につ

いては、修正版データを準備中です。後 日ェ修正抵三二
=21_と

送生 し」菫」12ユ_』腱燒 二

しい重極企:の 更量生お願いします。修正内容 (予定)は添付資料の通 りです。

4 その他

(1)環境創造局の公園利用に関するホームページ及び公園愛護会ホームページに掲載 され

ているマスク着用に関する内容については、添付資料の通 り更新 します。

(2)区の 3歳児検診等で配布 しているリーフレット「公園であそぼ う ゆうぐであそぼう」

については、マスク着用に関する内容を修正 します。当面は、環境創造局の公園利用に

関するホームページの内容の修正により対応 します。

(3)「公園施設利用再開ガイ ドライン」については、本市での取り扱いを修正のうえ別途通

知 します。
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通勘ラッシュ時や人混みの中
ではマスクを着用しましょう
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高齢の方と会う時や病院に行<時|よ マスクを着用しましょう。 暑目躍

体調不良時の出勤・登校・移動はお控え<ださい。      ¬国膨

夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
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